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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体パワーデバイスを製造する方法であって、
　前記半導体パワーデバイスは、
　第１導電型のドリフト層を含む半導体基板（６）を備え、前記半導体基板（６）は、ア
クティブセルエリア（３）と、基板エッジまでのエッジ終端エリア（４）とを有し、
　前記方法は、
　前記第１導電型と異なる第２導電型の複数の表面ガードリング（１０）を形成する第１
のステップを含み、前記複数の表面ガードリングは、前記エッジ終端エリア（４）の表面
において互いに分離されており、
　基板材料を除去することにより、前記エッジ終端エリア（４）の前記半導体基板（６）
の表面から下方に延在する複数の終端トレンチ（４０）を形成する第２のステップを含み
、前記複数の終端トレンチ（４０）は、各表面ガードリング（１０）が、隣接する終端ト
レンチ（４０）の、基板エッジに向かって前記終端トレンチ（４０）の側のみに接し、か
つ、前記ドリフト層が、前記終端トレンチ（４０）の、アクティブセルエリア（３）に向
かって前記終端トレンチ（４０）の側に接するように、形成され、それにより、前記ドリ
フト層は前記複数の終端トレンチ（４０）を分離し、
　各終端トレンチ（４０）の底部に隣接する基板材料内に前記第２導電型の埋込みガード
リング（４１）を形成する第３のステップと、
　各終端トレンチ（４０）を誘電材料または導電材料で充填する第４のステップと、
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　終端トレンチ（４０）ごとに、各終端トレンチ（４０）の上面の一部および前記終端ト
レンチに接する表面ガードリング（１０）の上面の全体ならびに前記ドリフト層の上面の
一部を接触により覆うように、フィールドプレート（１１）を形成する第５のステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第５のステップは、前記ドリフト層の表面上において、前記表面ガードリングを超
えるように基板エッジの側に延在するフィールドプレート（１１）を形成するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のステップを前記第２のステップよりも前に実行して、前記複数の終端トレン
チ（４０）各々について、前記第２のステップで除去された基板材料が、前記表面ガード
リング（１０）のうちの１つの一部を含むようにする、請求項１～２のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項４】
　前記アクティブセルエリア（３）は、複数のトレンチ－ゲート装置セル（３０、３１、
３３）を含み、
　前記第２のステップは、前記トレンチ－ゲート装置セル（３０、３１、３３）のトレン
チ（３０）を、前記終端トレンチ（４０）と同一の１つまたは複数の製造プロセス中に形
成することを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記アクティブセルエリア（３）は、複数のアクティブ装置セル（２０、２１、２３、
２４）を含み、前記アクティブ装置セルは各々ボディ領域（２０）を含み、
　前記第１のステップは、前記アクティブ装置セル（２０、２１、２３、２４）の前記ボ
ディ領域（２０）を、前記表面ガードリング（１０）と同一の１つまたは複数の製造プロ
セス中に形成することを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　終端トレンチ（４０）ごとに、各終端トレンチ（４０）の一部および前記終端トレンチ
に接する表面ガードリング（１０）の上に、フィールドプレート（１１）を形成する第５
のステップをさらに含み、
　各アクティブ装置セル（２０、２１、２３、２４）は、ゲート接続（２３）およびパワ
ー接続（２４）のうちの少なくとも一方を含み、
　前記第５のステップは、前記ゲート接続（２３）および前記パワー接続（２４）のうち
の少なくとも一方を、前記フィールドプレート（１１）と同一の１つまたは複数の製造プ
ロセス中に形成することを含む、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　終端トレンチ（４０）ごとに、各終端トレンチ（４０）の一部および前記終端トレンチ
に接する表面ガードリング（１０）の上に、フィールドプレート（１１）を形成する第５
のステップをさらに含み、前記フィールドプレート（１１）は、前記ドリフト層の表面上
において、前記表面ガードリングを超えるように基板エッジの側に延在し、
　各アクティブ装置セル（２０、２１、２３、２４）は、ゲート接続（２３）およびパワ
ー接続（２４）のうちの少なくとも一方を含み、
　前記第５のステップは、前記ゲート接続（２３）および前記パワー接続（２４）のうち
の少なくとも一方を、前記フィールドプレート（１１）と同一の１つまたは複数の製造プ
ロセス中に形成することを含む、請求項４または５に記載の方法。
【請求項８】
　第１導電型のドリフト層を含む半導体基板（６）を備えた半導体パワー装置であって、
前記半導体基板（６）は、アクティブセルエリア（３）と、基板エッジまでのエッジ終端
エリア（４）とを有し、
　前記エッジ終端エリア（４）は、
　前記第１導電型と異なる第２導電型の複数の表面ガードリング（１０）を含み、前記複
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数の表面ガードリング（１０）は、前記エッジ終端エリア（４）の表面に配置され、互い
に分離されており、
　前記エッジ終端エリア（４）の前記半導体基板（６）の表面から下方に延在し、誘電材
料または導電材料で充填された複数の終端トレンチ（４０）を含み、各表面ガードリング
（１０）が、隣接する終端トレンチ（４０）の、基板エッジに向かって前記終端トレンチ
（４０）の側のみに接し、かつ、前記ドリフト層が、前記終端トレンチ（４０）の、アク
ティブセルエリア（３）に向かって前記終端トレンチ（４０）の側に接し、それにより、
前記ドリフト層は前記複数の終端トレンチ（４０）を分離し、
　複数の埋込みガードリング（４１）を含み、各埋込みガードリング（４１）は、前記半
導体基板（６）内において前記終端トレンチ（４０）のうちの１つの底部に隣接するよう
に配置されており、
　少なくとも１つのフィールドプレート（１１）が、終端トレンチ（４０）の上面の一部
および前記終端トレンチに接する表面ガードリング（１０）の上面の全体ならびに前記ド
リフト層の上面の一部を接触により覆うように配置されている、半導体パワー装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのフィールドプレート（１１）は、前記ドリフト層の表面上におい
て、前記表面ガードリングを超えるように基板エッジの側に延在する、請求項８に記載の
半導体パワー装置。
【請求項１０】
　前記アクティブセルエリア（３）は、複数のトレンチ－ゲート装置セル（３０、３１、
３３）を含み、
　前記終端トレンチ（４０）は、前記トレンチ－ゲート装置セル（３０、３１、３３）の
トレンチ（３０）と同一の材料で充填されている、請求項８～９のいずれか一項に記載の
半導体パワー装置。
【請求項１１】
　前記アクティブセルエリア（３）は、複数のアクティブ装置セル（２０、２１、２３、
２４）を含み、前記アクティブ装置セルは各々、第２導電型のボディ領域（２０）を含み
、
　前記表面ガードリング（１０）のドーピング濃度プロファイルは、前記アクティブ装置
セル（２０、２１、２３、２４）の前記ボディ領域（２０）と同一である、請求項８～１
０のいずれか一項に記載の半導体パワー装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つのフィールドプレート（１１）が終端トレンチ（４０）および前記終端
トレンチに接する表面ガードリング（１０）の上に配置されており、
　各アクティブ装置セル（２０、２１、２３、２４）は、ゲート接続（２３）およびパワ
ー接続（２４）のうちの少なくとも一方を含み、
　前記終端トレンチ（４０）、前記表面ガードリング（１０）および前記フィールドプレ
ート（１１）は、前記アクティブ装置セル（２０、２１、２３、２４）の前記ゲート接続
（２３）および前記パワー接続（２４）のうちの少なくとも一方と同一の材料を含む、請
求項１１に記載の半導体パワー装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのフィールドプレート（１１）は、前記ドリフト層の表面上におい
て、前記表面ガードリングを超えるように基板エッジの側に延在している、請求項１２に
記載の半導体パワー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の終端配置に関し、排他的にではないが具体的には、何百または
何千ボルトの逆電圧に耐えることが求められる、ダイオード、トランジスタ、または絶縁
ゲートバイポーラトランジスタ（insulated gate bipolar transistor）（ＩＧＢＴ）等
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の高電圧（high voltage）（ＨＶ）半導体装置の終端配置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　高電圧半導体装置は一般的に、この装置を周囲の基板からおよび／または装置のパッケ
ージから電気的に分離する終端領域を含む。終端領域によって、確実に半導体装置のアク
ティブエリアを高電圧から保護するとともに半導体装置の装置耐圧ができる限り高くなる
ようにしなければならない。
【０００３】
　ＤＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴ等の高電圧装置の場合、低濃度でドープされたドリフト
領域を、装置の最大限の定格電圧を得るためには重要である、力線または電位線の最適分
布を保証するように、終端させることがある。有効であるためには、このような終端エリ
アが、装置の内部（アクティブ）エリアよりも高い耐圧能力を有することが好ましいはず
である。
【０００４】
　電気的な終端は、誘電材料によっておよび／または逆バイアスされたｐｎ接合によって
得ることができる。誘電体分離の場合、シリコンの酸化物等の誘電絶縁体材料を使用して
もよく、その場合の電気的終端は、装置のアクティブエリアを囲む終端エリアに、酸化物
で充填されたトレンチを形成することによって得てもよい。このような終端トレンチは、
基板本体全体において横方向に電位線または力線を分布させるのに有効であろうが、表面
における電荷と電位の分布は相対的に未制御の状態のままになる場合がある。
【０００５】
　代わりに接合分離終端を用いてもよい。この場合、逆バイアスされたｐｎ接合によって
、終端エリア全体を通る力線または電位線の必要な分布が得易くなる。たとえばドリフト
領域とは逆のドーピングがなされた表面ガードリングを用いることにより、終端エリアの
、基板の表面近傍において、電位を分布させてもよい。しかしながら、このような終端配
置は、基板本体の中の、表面近傍における、電位線の密集を防止するには、効果が低い。
さらに、このような先行技術の終端配置では、一般的に、特別の製造ステップおよび／ま
たはマスクが必要であるか、または、製造プロセスによって、終端要素の形状および／ま
たは構成が制限される場合があるか、いずれかである。
【０００６】
　ＵＳ２００８／０４２１７２Ａ１は、連続した１つのｐドープ層によって囲まれた、ア
クティブセルエリアのトレンチゲートと、終端エリアの終端トレンチゲートとを含む、先
行技術のＭＯＳトランジスタに言及している。
【０００７】
　ＵＳ２００９／０９０９６８Ａ１には、終端領域にある、フィールドプレート電極によ
って覆われたｐガードリングを有する、先行技術のＭＯＳ装置が記載されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、先行技術の終端配置の短所のうちの少なくともいくつかを克服するこ
とである。そのために、本発明は、請求項１に記載の製造方法および請求項６に記載の半
導体装置を予測する。本発明の他の変形は従属請求項２～５および７～１１に記載されて
いる。
【０００９】
　終端トレンチと埋込みガードリングの製造を、表面ガードリングの製造と組合わせるこ
とによって、必要な追加の製造プロセスの量を最小にしつつ、優れた終端効率（すなわち
終端エリアの低減および／または耐圧の増大）を得ることが可能である。終端トレンチお
よび／または表面ガードリング上にフィールドプレートを加えることによって、終端効率
をさらに改善してもよい。
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【００１０】
　終端トレンチと、この終端トレンチに接する、深い場所にある埋込みガードリングとを
配置することによって、電界を、終端エリア内において、このような埋込み終端トレンチ
よりも下の、浅い場所で維持し、電界の電位線がアクティブエリアから横方向外向きに案
内されるようにして、耐圧を高める。表面ガードリングが、終端トレンチの、基板のエッ
ジ側の側面に接しているので、電界はさらにアクティブエリアから外向きの方向に拡大す
るが、それでもなお、外側から２番目の終端トレンチの前で効率的に終端される、すなわ
ち、電界が良好に制御されて終端されるが、それでも横方向の短い距離の中に納まってい
る。
【００１１】
　ドリフト層が、各終端トレンチの、アクティブセルエリア側の側面に接しており、かつ
、表面ガードリングが、基板エッジ側のみに配置されていることで、電界が、それを超え
た領域で、すなわち終端トレンチの外側（基板のエッジ側）で終端するようにすることが
、重要である。終端トレンチの、アクティブセルエリア側の側面に、表面ガードリングが
あると、電位線をアクティブセルエリアから遠ざかる方向に導くという効果が損なわれる
であろう。
【００１２】
　代表的な実施形態において、終端トレンチを表面ガードリングに接続するフィールドプ
レートの存在は、アクティブセルエリアからの、短いが制御された側方距離の中で、電界
を終端させる効果に寄与し、基板の表面を保護する。
【発明の効果】
【００１３】
　このように、本発明の半導体装置によって、小さな距離の中で電界を効率的に終端させ
る装置を得ることができ、それにより、装置をより確実に動作させることができるととも
に、先行技術の装置よりも小型になるように設計することができる、すなわち終端エリア
（終端エリアの横方向の拡がり）を低減することができる。
【００１４】
　次に、添付の図面を参照しながら本発明についてより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】先行技術において周知の、ｐリングとフィールドプレートを用いてｎチャネルＤ
ＭＯＳ装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図２】先行技術において周知の、ｐリングとフィールドプレートを用いてトレンチゲー
トｎチャネル装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図３】先行技術において周知の、トレンチと埋込みｐリングを用いてｎチャネルＤＭＯ
Ｓ装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図４】先行技術において周知の、トレンチと埋込みｐリングを用いてトレンチゲートｎ
チャネル装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図５】本発明に従う、トレンチと埋込みガードリングと表面ガードリングとを用いてｎ
チャネルＤＭＯＳ装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図６】本発明に従う、トレンチと埋込みガードリングと表面ガードリングとを用いてト
レンチゲートｎチャネル装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図７】本発明に従う、トレンチと埋込みガードリングと表面ガードリングとを用いてｎ
チャネルＤＭＯＳ装置を終端させる例の概略断面図を示す。
【図８】本発明に従う、終端させた一般的な装置の一例の概略平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　なお、図面は、本発明の基礎をなす特定の原理の理解を助けるために設けられており、
保護を求める範囲の限定を示唆するものと解釈されてはならない。２つ以上の図面におい
て用いられている同一の参照符号は、同一または対応する特徴を示すことを意図している
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。しかしながら、異なる参照符号が用いられていても、これらの参照符号が示す特徴の違
いを示すものと解釈されてはならない。
【００１７】
　発明の詳細な説明
　図１は、先行技術において周知の、ｎチャネル空乏ＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴの断面
図の一例を示す。アクティブセルエリア３は、パワーＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴセルの
アレイを含み、各セルは、２つのｎドープ領域２１（すなわち第１導電型）とｐドープボ
ディ（ウェル）領域２０との間に形成された２つのｐｎ接合を取囲むｐドープボディ領域
２０（すなわち第２導電型）を有する。２つのゲート接続２３（この例の場合は近くのセ
ルによって共有される）は、ｐｎ接合からドリフト領域６に入り装置基板６（ｎドリフト
層の形態）を通ってドレイン／カソード層５（ｎチャネルＤＭＯＳＦＥＴの場合はｎドー
プ、またはｎチャネルＩＧＢＴの場合はｐドープ）に入る電流の流れを制御するために、
設けられている。電力はエミッタ／アノードコンタクト２４を介して各装置セルに供給さ
れる。
【００１８】
　図１はまた、エッジ終端エリア４全体に分布させたガードリング１０とフィールドプレ
ート１１とを用いてＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴを如何にして終端し得るかを示す。電位
線７がアクティブエリア３のエッジの周囲に集中することを、基板材料の表面に形成した
ｐドープガードリング１０を含めることによって、防止することができる。各ガードリン
グ１０は、弱くドープされたｐｎ接合を、低濃度でｐドープされたガードリング１０と、
低濃度でｎドープされたドリフト領域６との間に形成する。各ガードリング１０は、逆バ
イアス条件下で、アクティブエリア３内の高電荷密度が、終端エリア４を通して減少して
ゼロになるまで、順次電位が低くなるよう、空乏層を、他のガードリング１０を超えて、
基板６のエッジに向かって拡大させることにより、基板表面において密集する電界の量を
減じる役割を果たす。フィールドプレート１１は、表面近くで電位をより均一的に分散さ
せることにより、電位線の集中（「密集」）を回避する役割を果たす。
【００１９】
　図２は、ｎチャネルトレンチゲートＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴの断面図を示す。図１
に示された装置と同様、この装置のアクティブセルエリア３は、基板６の終端エリア４に
よって拡大している。終端エリア４は、終端エリア４の表面におよび表面近くにあるドリ
フト層材料６を部分的に置換えたものである表面ｐリング（ガードリング）１０を用いる
。フィールドプレート１１は、ｐリング１０各々のエッジにも加えられる。図１の装置の
例と同様、ガードリング１０およびフィールドプレート１１は、電位線７を偏向させて、
終端エリア４の表面領域に電位線が集中するのを防止する役割を果たす。
【００２０】
　図３および図４はそれぞれ、図１および図２に示されている装置と同様の装置を示すが
、図３および図４では、図１および図２の表面ｐリング１０の代わりに終端トレンチ４０
を用いて終端している。各終端トレンチ４０は、酸化シリコン等の誘電材料またはポリシ
リコン等の導電材料で充填してもよい。ｐドープ領域４１を、各終端トレンチ４０の端も
しくは先端にまたは端もしくは先端近くに形成して、終端トレンチ４０の端の周りの電位
線の偏向を改善してもよい。深いまたは埋込みガードリング４１とも呼ばれる深いｐドー
プ領域４１は、図１および図２を参照しながら説明した表面ガードリング１０の有効な代
替物として知られている。
【００２１】
　なお、図１～図４を参照しながら説明した装置は、専用のｐｎ接合がオフ状態で空乏化
することによりオフ状態電圧に耐える、空乏モード装置である。言い換えると、この空乏
領域が、ｐドープ領域とｎドープ領域を互いに分離する。
【００２２】
　図５は、本発明のＭＯＳＦＥＴの第１の実施形態を示す。低濃度でｎドープされた領域
６の部分を「ドリフト領域」、「低濃度ドープ領域」または「逆電圧サポート領域」と呼
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ぶ場合がある。最初に基板のｎドープ濃度を低くして作ったパワーデバイスの場合、最終
的に得られるパワーデバイスのドリフト層６は、製造工程でドープ濃度が修正されなかっ
た層になるであろう。典型的に、ドリフト層６は常に低いドープ濃度を有する。ここで、
ドリフト層６のドープ濃度が実質的に一定であることは、ドープ濃度がドリフト層６全体
において実質的に均一であることを意味するが、これは、たとえばエピタキシャル成長プ
ロセスにおける変動が原因で、ドリフト層内のドープ濃度が約１～５倍変動する可能性が
あることを除外している。最終的なドリフト層の厚みおよびドープ濃度を用途の要求に応
じて選択する。ドリフト層６の典型的なドープ濃度は、５*１０１２ｃｍ－３と５*１０１

４ｃｍ－３の間である。
【００２３】
　しかしながら、本発明の実施はこのような装置に限定される訳ではない。他の可能性は
、たとえば、終端を必要とする超接合（super junction）（ＳＪ）または他の種類の装置
での使用である。ＳＪ装置では、ドリフト領域は一般的に、交互に置かれた高濃度でドー
プされたｐ層とｎ層に置換えられ、これは、電荷の相互補償において、オフ状態で完全に
空乏化することができ装置全体の高電圧をサポートすることができる。
【００２４】
　同様に、図面は１つの特定のドープ方式（たとえばｎチャネルＭＯＳＦＥＴ）を示して
いるが、当然ながら他の（たとえば逆）ドープ方式を用いることも可能である。
【００２５】
　図５および図６は、本発明の原理を利用した終端配置の一例を示す。図５および図６に
示される装置のアクティブエリア３は、それぞれ図１および図２または図３および図４の
アクティブエリアに対応する。基板６は（ｎ－）ドープされたドリフト層を含む。アクテ
ィブセルエリアにおいて、装置は、基板の両側の第１の主面と第２の主面上の主電気コン
タクトを含む。基板６は、横方向において（すなわち上記主面に平行な面において）終端
エリア４によって囲まれたアクティブセルエリア３を含む。終端エリア４は基板のエッジ
（基板の側面）まで延びている。
【００２６】
　一方、終端エリア４において、図５および図６に示される装置は、終端トレンチ４０の
原理を、埋込みガードリング４１および表面ガードリング１０の変形と、組合わせている
。このガードリングは、ドリフト層と異なる導電型を有する。この例では、ガードリング
はｐドープされている。図５に示す装置例および図６に示す装置例いずれにおいても、終
端エリア４は終端トレンチ４０と埋込みガードリング４１とを含み、これによって、電位
線７を、横方向においてアクティブエリア３から外側に向かう方向に導くことで、第１の
終端効果をもたらす。各終端トレンチ４０には、外側に隣接している表面ガードリング１
０がある。この表面ガードリング１０は、終端トレンチ４０の外側に接することにより、
電位線７を導く。そうでなければこの電位線７は図３および図４に示されるように終端ト
レンチの周りでカーブし、各終端トレンチ４０の外側近くにおいて局所的に集中する電位
線７を形成してこれらの電位線をさらに終端トレンチ４０から外側に向かって延ばすこと
ができる。このように、終端トレンチ４０の下にｐドープ埋込みガードリング４１が存在
していることで、電界の一部を装置のシリコン内に放出し、それによって耐圧が増加する
。終端トレンチ４０は、たとえば酸化物またはポリシリコンで充填してもよい。各終端ト
レンチ４０に隣接する終端エリア４の表面は、表面のｐリング１０を終端トレンチ４０の
外側に対して整列させることにより、高電界から保護される状態に保たれる。表面をさら
に、各表面ｐリング（１０）のエッジにフィールドプレート（たとえば誘電酸化物）を形
成することによって保護してもよい。
【００２７】
　終端トレンチ４０は、その埋込みｐリング４１および表面ｐリング１０（第２導電型の
リング）とともに、自己整合方式で作ってもよい。ｎドープ基板６を設けてもよい。たと
えば、最初に表面ｐリング１０を基板６に（たとえば注入と拡散によって）形成し、次に
終端トレンチ４０を、エッチングするか、そうでなければ、終端トレンチのうちの１つの
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外側のエッジが（アクティブセルエリア３から外側方向にあるエッジ、すなわち基板エッ
ジ側）接触している表面ｐリングの内側部分（アクティブセルエリア３側）と交差するよ
うに、形成してもよい。終端トレンチ４０を、従来のやり方で、基板材料を除去すること
によって形成してもよい。終端トレンチ４０を形成したら、終端トレンチ４０の下に、埋
込みｐリング４１を、各終端トレンチ４０の底部に隣接する領域４１内の基板ボディに対
する注入（ドーピング）によって形成してもよい。有利なのは、必要なプロセス工程の数
および／または必要なマスクの数が、終端エリア４の表面ｐリング１０と、ｐウェルボデ
ィ２０またはボディ３２を、同じマスクを用い同じドーピングプロセスで形成することで
、減じられることである。よって、図５に示される装置の例の場合、同一のマスクとプロ
セスを、終端エリア４内の表面ｐリング１０にのみ使用するのではなく、アクティブエリ
ア内の装置セルボディ（ｐウェル）領域２０にも使用するように、有利に製造方法を構成
すればよい。加えて、図６に示される装置の例の製造プロセスにおいて、１つのマスクお
よび／またはプロセスを、終端エリア４の表面ｐリング１０とアクティブエリア３のｐボ
ディ層３２の形成に、有利に使用してもよい。
【００２８】
　表面フィールドプレート１１も形成してもよい。表面フィールドプレート１１は、各終
端トレンチ４０の一部または全体を覆うとともにこのトレンチに隣接する表面ガードリン
グ１０を覆い、終端トレンチ４０を分離するドリフト領域６（ｎドープ領域、すなわち第
１導電型と異なる第２導電型）の表面上で、表面がガードリング１０を超えて延在してい
る。終端エリア４上の電界分布は、終端トレンチ４０、表面ｐリング１０、および埋込み
ｐリング４１の寸法と間隔を適切に選択することによって制御してもよい。
【００２９】
　図７は、終端トレンチ４０、埋込みｐリング４１、表面ｐリング１０、およびフィール
ドプレート１１のいくつかの寸法の例を示す。図７には２つの終端トレンチ４０しか示さ
れていないが、終端エリア４全体に分布している終端トレンチの数は遥かに多く、たとえ
ば１５または２０以上である場合があることが、理解されるはずである。
【００３０】
　一例として、アクティブエリア３のエッジと第１の終端トレンチ４０との間の距離１６
は、たとえば５μｍと１０μｍの間（たとえば７μｍ）であってもよい。メサ幅１５（す
なわち隣合う終端トレンチ４０間の分離距離）は、たとえば７～２０μｍであってもよく
、アクティブエリア３から離れる方向に増していてもよい。トレンチ深さ９は、４μｍと
７μｍの間（たとえば５．２μｍ）であってもよく、トレンチ幅１７は、たとえば製造プ
ロセスが許容する最小幅と４μｍの間（たとえば１．２μｍ）であってもよい。埋込みｐ
リング４１のピークドープ濃度は、１０１６ｃｍ－３と１０１８ｃｍ－３の間（たとえば
１０１７ｃｍ－３）であってもよく、ドープ深さ２μｍの場所におけるドープ濃度が１０
１５ｃｍ－３と１０１６ｃｍ－３の間（たとえば５×１０１５ｃｍ－３）であってもよい
。深いｐリング（埋込みガードリング）４１の高さ８は、２μｍと５μｍの間（たとえば
３～４μｍ）であってもよい。表面ｐリング（ガードリング）１０の横方向の範囲は１μ
ｍと５μｍの間であってもよく、好ましくは１μｍと２μｍの間、たとえば１．５μｍで
あってもよい。一方、表面ｐリング（ガードリング）１０の縦方向の範囲（深さ）は、ア
クティブエリア３内の装置セルのｐウェル（ボディ領域）２０の深さと実質的に同一であ
ることが好ましい。同様に、表面ｐリング（ガードリング）１０のドーピング濃度は、ア
クティブエリア３内の装置セルのｐウェル２０のドーピング濃度と実質的に同一であるこ
とが好ましい。これらの好ましい寸法を有する装置の場合、フィールドプレートの幅１２
は、たとえば３μｍと８μｍの間であってもよく、より好ましくは４μｍと６μｍの間（
たとえば４．５μｍ）であってもよい。ガードリング／トレンチ／フィールドプレート終
端を、注入、拡散、エッチング、および再充填等の標準的な装置処理技術を用いて作って
もよい。表面ガードリング１０、深いガードリング４１、フィールドプレート１１、およ
び酸化物／ポリシリコンで充填されたトレンチ４０の寸法と距離を、必要な逆耐圧に適し
たものとなるように変化させてもよい。
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【００３１】
　表面のリング終端および深いリング終端と、誘電／トレンチ終端と、フィールドプレー
トとを組合わせることにより、５ｋＶ、６ｋＶまたはそれ以上の逆電圧に耐えることが要
求されることがある高電圧装置における有効な接合終端を必要とする終端エリアの面積を
、大幅に減じる。電圧がより低い場合（たとえば１．３ｋＶ）、本明細書に記載の終端に
より、終端エリアの径方向の最小範囲が３０％以上減じられることがわかっている。
【００３２】
　図８は、終端トレンチ４０およびフィールドプレート１１を含む終端エリアを簡略化し
た例の概略平面図を示す。見えていないのは、表面ガードリング１０（フィールドプレー
ト１１によって遮られている）と埋込みガードリング４１（終端トレンチ４０の下にある
）である。上記終端配置を現実的に実施する場合、終端構造体（終端トレンチ４０、埋込
みガードリング４１、表面ガードリング１０、およびフィールドプレート１１）の数は、
図８に示される２個よりも遥かに多いであろう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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